
条 例

〇北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例……（人事課） １

〇北海道議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員

の数に関する条例の一部を改正する条例………（議会事務局政策調査課） １

条 例

北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年１０月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第５０号

北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

北海道知事等の給与等に関する条例（昭和２２年北海道条例第９号）の一部を次

のように改正する。

附則第１３項を次のように改める。

１３ 平成２２年１１月１日から同月３０日までの間に限り、附則第１０項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「１００分の７５」とあるのは、「１００分の６５」とする。

附 則

この条例は、平成２２年１１月１日から施行する。

北海道議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数

に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２２年１０月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道条例第５１号

北海道議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員

の数に関する条例の一部を改正する条例

北海道議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数

に関する条例（平成１４年北海道条例第６６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「１０６人」を「１０４人」に改める。

第２条に次の１項を加える。

２ 公職選挙法第２７１条第２項の規定により、留萌市の区域及び紋別市の区域を

もってそれぞれ一選挙区とする。

別表中
「

渡島総合振興局所管区域 ３人

」
を
「

渡島総合振興局所管区域

２人
」
に、

「
オホーツク総合振興局所管区域

３人
」
を
「

オホーツク総合振興局所管区域

２人
」
に改める。

附 則

この条例は、次の一般選挙から施行する。
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